
 

公園占用使用料 

 種別 単位 金額 備考

 電柱類（本柱、支柱、支線柱、H

柱、H柱２脚以下の鉄塔等）

１本１年につき １，５００

円

H柱、２脚の鉄塔等は、本柱の２本

分とみなす。

 鉄塔類 １平方メートル１

年につき

１，３８０

円

３脚以上のものに限る。

 地 下

埋 設

物

外口径　８センチメート

ル未満

１メートル１年に

つき

３０円ガス管及び水道管については、１

００分の５０の額とする。

 外口径　８センチメート

ル以上１５センチメート

ル未満

１メートル１年に

つき

５０円

 外口径　１５センチメー

トル以上３０センチメー

トル未満

１メートル１年に

つき

１００円

 外口径　３０センチメー

トル以上１００センチメ

ートル未満

１メートル１年に

つき

２００円

 外口径　１００センチメ

ートル以上

１メートル１年に

つき

３９０円

 通路 １平方メートル１

年につき

４２０円　

 標識類 １基１年につき ３９０円　

 都市公園法第７条第１項第３号

に掲げるもの（通路、鉄道、軌

道、公共駐車場その他これらに

類する施設で地下に設けられる

もの）

１平方メートル１

年につき

７７０円　

 都市公園法第７条第１項第４号

に掲げるもの

郵便差出箱、信書便

差出箱１か所１年

につき

６００円　

 公衆電話所１か所

１年につき

１，４００

円

 都市公園法第７条第１項第６号

に掲げるもの（競技会、集会、

展示会、博覧会、その他これら

１平方メートル１

日につき

４２円　



 に類する催しのため設けられる

仮設工作物）

 都市公園法施行令第１２条第２

項第７号及び第８号に掲げるも

の（工事用板囲い、足場、詰所

その他工事用施設）

１平方メートル１

月につき

４４０円　

 特別高圧電力線の線下敷 １平方メートル 神栖市行政財産の使用料徴収条例（昭和５１

年神栖町条例第３７号）に定める額


